
 

【案内】令和８年度前期授業料免除について 

 

令和８年度前期授業料免除希望者の受付を行っています。 

 

希望する学生は以下にある規則を必ず確認し、フォームに学年・クラス・名前・メールアドレス等必要事項を令和８年

５月１２日（火)までに入力してください。その後の案内は、申請者に直接ご案内いたします。 

 

対象となる学生は以下のとおりです。 

  

１～３年生 

（１）納付期限前６月以内において，学資負担者が死亡した学生 

（２）学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた学生 

（３）納付期限前６月以内において，学資負担者の失職等により著しい家計の急変があった学生 

（４）就学支援金３６月を超える、学科順位 2/3 以上の学生 

（５）課税証明書発行不可等で加算申請出来無い学生 

  

4 年生以上 

（１）納付期限前６月以内において，学資負担者が死亡した学生 

（２）学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた学生 

（３）納付期限前６月以内において，学資負担者の失職等により著しい家計の急変があった学生 

 

フォーム（令和８年度前期授業料免除） 

https://forms.cloud.microsoft/r/WPVVxZFxNh 

 

【入力期限】 

令和８年５月１２日（火） 
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